
１．件 名：島根原子力発電所の保安規定変更に関する面談 

２．日 時：令和２年１月２２日 １１時２０分～１１時５０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

   原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 

照井安全審査官、矢野保安規定三係長 

   

事業者： 

中国電力株式会社 

 電源事業本部 マネージャー（原子力運営グループ） 他４名 

 

５．要旨 

（１）中国電力株式会社から、島根原子力発電所原子炉施設保安規定について、

今後予定している新検査制度施行を踏まえた保安規定変更認可申請に、

その他の変更を合わせて申請予定である旨の説明があった。 

（２）原子力規制庁から、申請をする際には改めて連絡するよう伝達した。 

（３）中国電力株式会社から、了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

  提出資料： 

・島根原子力発電所原子炉施設保安規定の変更認可申請について 

 


